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      近畿農政局地方参事官室（京都府担当）からのメール情報 第 190号  

                  2024.1.15 

 

 各  位 

 

                       近畿農政局地方参事官室（京都府担当） 

 

 時下益々ご清栄のことと存じます。 

 日頃より地域農政の推進に格段のご理解とご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 

 農政に関するメール情報を以下のとおり配信いたします。  

 皆様の地域の農業を元気にする取組に、少しでもお役に立てば幸いに存じます。 

 

           ～～今回お知らせする情報～～ 

 

〇 令和６年度農林水産予算概算決定の概要について 

 

〇 環境に配慮した農産物の販路拡大に向けた意見交換会の開催について 

 

〇 「みどり戦略学生チャレンジ（全国版）」の参加登録を開始します！ 

 

〇 食育推進フォーラム 2024 を開催します！ 

  ～Z世代の提案で食育を推し活 ！おいしく、楽しく、学び伝える～ 

 

〇 食品企業向け人権尊重の取組のためのセミナー 

 

❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

 

〇 令和６年度農林水産予算概算決定の概要について 

 

  令和６年度農林水産予算概算決定の概要が取りまとまりましたので、公表します。 

 

  ※概要については、以下の HPをご覧ください。 

   「令和６年度農林水産予算概算決定の概要」（農林水産省ＨＰ） 

    https://www.maff.go.jp/j/budget/r6kettei.html 

 

 【お問合せ先】 

   農林水産省 大臣官房予算課 
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   代表：03-3502-8111（内線 3164）ダイヤルイン：03-3501-3716 

 

 

〇 環境に配慮した農産物の販路拡大に向けた意見交換会の開催について 

 

  近畿農政局では、環境に配慮した農産物の取引を拡大する観点から実需者と生産 

 者をつなぐ意見交換の場として、Webによる意見交換会を行います。 

   環境に配慮した農産物の生産者の皆様の積極的なご参加をお待ちしております。 

 

 【開催日時】 

   令和６年２月 15 日（木曜日） 

 

 【開催場所】 

   オンライン開催（Webexシステム） 

 

 【開催内容】 

    ＜第１部＞13時 10 分～14時 10 分 

     講演（事例発表）日本農業株式会社 

    ＜第２部＞14時 30 分～15時 30 分 

     講演（事例発表）株式会社エム・オー・エー商事（関西販売） 

 

 【申込期限】 

   令和６年２月７日（水曜日）17 時まで 

 

  ※詳細につきましては、以下の HPをご覧ください。 

   「プレスリリース」（近畿農政局ＨＰ） 

    https://www.maff.go.jp/kinki/press/tokusan/231225.html 

 

 【お問合せ先】 

  （参加申し込みの問い合わせ） 

    近畿農政局 生産部園芸特産課 担当者：丹治、香川 

    ダイヤルイン：075-414-9023 

  （全体の流れについて） 

    近畿農政局 経営・事業支援部食品企業課 担当者：髙野、高井 

    ダイヤルイン：075-414-9024 

 

 

〇 「みどり戦略学生チャレンジ（全国版）」の参加登録を開始します！ 
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  農林水産省は、「みどりの食料システム戦略」の実現に向けて、将来を担う若い 

 世代の環境に配慮した取組を促すため、大学生や高校生等の個人・グループが「み 

 どりの食料システム戦略」に基づいた活動を実践する機会として「みどり戦略学生 

 チャレンジ（全国版）」を実施します。 

  特に優れた取組には農林水産大臣賞を授与します。是非ご応募ください。 

 

 【実施概要】 

  （1）全国９ブロック（北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州、 

    沖縄）で、学生によるみどりの食料システム戦略に基づく取組の成果を募集 

    し、各地方ブロック別に審査・表彰を行います。 

  （2）地方ブロック大会における取組成果の中で特に優れたものを対象に、全国大 

    会として審査・表彰を行います。 

 

 【応募資格】 

   ア 高校の部 

    高等学校、高等専修学校、高等専門学校（３年生以下）の学生により構成され 

    るグループ又は個人 

   イ 大学・専門学校の部 

    大学、短期大学、専門学校、高等専門学校（４年生以上）の学生により構成さ 

    れるグループ又は個人 

 

   ※応募方法等詳細につきましては、以下のHPをご覧ください。 

   「プレスリリース」（農林水産省ＨＰ） 

    https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/240109.html 

 

 【お問合せ先】 

   農林水産省 大臣官房みどりの食料システム戦略グループ 

   担当者：吉濱、大依、船山、菅原 

   代表：03-3502-8111（内線 3292）ダイヤルイン：03-3502-8056 

 

 

○ 食育推進フォーラム 2024 を開催します！ 

  ～Z世代の提案で食育を推し活 ！おいしく、楽しく、学び伝える～ 

 

  農林水産省は、基調講演と取組事例発表を通じて Z世代の考え方やアイデアを知り、 

 今の時代に合った学びを伝え、食育の普及を目的に「食育推進フォーラム 2024」を 

 開催します。 

   オンラインでも対面でも参加いただけますので、皆さまの参加をお待ちしており 
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 ます。 

 

 【開催日時】 

   令和６年２月 20 日（火曜日）14 時 00 分から 16時 30 分まで 

 

 【開催場所】 

   AP虎ノ門 ルーム A 東京都港区西新橋 1-6-15 NS虎ノ門ビル 11F 

 

 【開催方法】 

    オンライン参加(先着 350名)、対面参加(先着 150名) 

      ※定員になり次第締め切りとさせていただきます。 

 

 【内 容】 

   (1)基調講演 

    (2)取組事例発表 

    (3)小泉 勇人氏(基調講演講師)と Z世代(取組事例発表者)による意見交換 

 

 【申込締切】 

   令和６年２月 16 日（金曜日） 

 

  ※申込方法等詳細につきましては、以下の HPをご覧ください。 

   「プレスリリース」（農林水産省ＨＰ） 

    https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/240112.html 

 

 【お問合せ先】 

    農林水産省 消費・安全局消費者行政・食育課 担当者：担当：板垣、鶴岡 

    代表：03-3502-8111（内線 4601）ダイヤルイン：03-3502-5723 

 

 

〇 食品企業向け人権尊重の取組のためのセミナー 

 

  農林水産省は、2023年 12 月に「食品企業向け人権尊重の取組のための手引き」を 

 公表し、食品企業における人権尊重の取組を後押ししてきました。食品企業におけ 

 る人権尊重の取組をより推進することを目的として本セミナーを開催いたします。 

  本セミナーでは「食品企業向け人権尊重の取組のための手引き」の内容をご紹介 

 するとともに、食品企業における人権尊重の取組の最前線に立たれている方を講師 

 としてお迎えして、各社でのお取組についてご講演いただきます。 

 

 【開催日時】 
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   令和６年２月５日（月曜日）14 時～ 

 

 【開催場所】 

   TKPガーデンシティ新大阪バンケット 6A 

 

 【開催方法】 

    対面：100 名 及びオンライン（zoom）：400名 

 

 【内 容】 

    〇「食品企業向け人権尊重の取組のための手引き」のご紹介 

    〇食品企業の人権尊重のお取組みについて（ご登壇企業） 

 

  ※申込方法等詳細につきましては、以下の HPをご覧ください。 

   「食品企業向け人権尊重の取組のためのセミナー」（農林水産省ＨＰ） 

    https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kokusaihan/jinken-seminear.html 

 

 【お問合せ先】 

    農林水産省 新事業・食品産業部新事業・国際グループ 

    代表：03-3502-8111（内線 4354）ダイヤルイン：03-6744-7179 

 

❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

 

※ 当メール情報についてのご意見・ご感想や「こんな情報を送ってほしい」などの 

 ご要望がございましたら、以下の地方参事官ホットラインまでお気軽にお寄せくだ 

 さい。 

   メール情報の配信停止・配信先変更ご希望の方は、その旨を記載し、このメールに 

 返信願います。 

 

 農林水産省近畿農政局地方参事官室（京都府担当） 

  地方参事官ホットライン 

 

   〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 

   電話:075-414-9015      

  メールアドレス：kinki_sanjikan_kyoto@maff.go.jp 

 

❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

------------------------------------------ 

 近畿農政局 地方参事官室（京都府担当） 
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 〒602-8054 

 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 

 TEL：０７５-４１４-９０１５ 

  E-MAIL: kinki_sanjikan_kyoto@maff.go.jp 

------------------------------------------- 

 

 


